
１　生命・身体に被害を受けた場合（殺人、傷害など）

一般的な刑事手続の流れ

【警察】 【警察・検察庁】 【裁判所】
事件発生 → 捜査開始 → 犯人特定 → 検察送致 勾留請求 → 取調べ → 処　分 冒頭手続 → 証拠調手続 → 弁論手続 → 判　決

・現場臨場 ○逮捕 ○身柄付送致 ・事情聴取 ○起訴(公判請求、略式命令請求）
・事情聴取 ○任意出頭 ○書類送致 ・調書作成 ○不起訴
・調書作成 ・証拠収集
・証拠収集 ・実況見分
・実況見分

警察・検察庁・裁判所・法務省等による支援

【相談】 【被害者連絡制度】 【犯罪被害給付制度】 【裁判に関して利用できる制度】 【意見等聴取制度】
○警察 ○警察 ○警察 ○裁判所 ○静岡保護観察所

・警察署警務課相談係 ・捜査状況等の情報提供 ・遺族給付金 ・証言時の遮へい物設置 【心情等伝達制度】
・警察署刑事課 ・「被害者の手引」交付 ・重傷病給付金 ・証言時のビデオリンク方式 ○静岡保護観察所
・警察署生活安全課 【訪問・連絡活動】 ・障害給付金 ・意見陳述 【加害者に関する情報の通知】
・警察本部犯罪被害者支援室 ○警察 【再被害の防止・保護対策】 ・優先的傍聴 ○静岡地方検察庁

○法テラス静岡（日本司法支援センター） ・地域警察官による訪問活動 ○警察 ・訴訟記録の閲覧・謄写 ○静岡保護観察所
○静岡県弁護士会 【公費による支出】 ・警戒、釈放に関する情報提供 ・被害者参加制度

【指定被害者支援要員制度】 ○警察 【検察庁の制度】 ・損害賠償命令制度
○警察 ・捜査に必要な文書料等 ○静岡地方検察庁 ○法テラス静岡（日本司法支援センター）
　（初期支援） ・カウンセリング等費用 （被害者等通知制度） ・弁護士選定手続の補助

・捜査活動や病院への付添い ・一時避難施設宿泊料 ・処分・裁判結果、犯人の受刑・出所情報
・自宅等への送迎 ・ハウスクリーニング費用 　等通知
・相談・関係機関紹介等 ・遺体修復費用 （被害者支援員）
・報道対応への助言 ・遺体搬送費用 ・法廷案内、事件記録の閲覧等

　手続補助 【相談】

（被害者参加制度） ○静岡県弁護士会

・裁判所への申出 ○静岡県司法書士会
（検察審査会）

・検察審査会への審査申立制度 【民事法律扶助制度(弁護士費用等立替・資力要件有）】
○法テラス静岡（日本司法支援センター）

総合的支援

【総合的支援】 【総合的支援】 【総合的支援】

○静岡犯罪被害者支援センター ○静岡犯罪被害者支援センター ○静岡犯罪被害者支援センター

・電話相談･面接相談 ･電話相談･面接相談 ・電話相談･面接相談
・直接的支援（病院、警察、検察庁、裁判所、法律相談等への付添い） ･直接的支援（裁判所等への付添い、各種生活支援） ・直接的支援（裁判所等への付添い、各種生活支援）
・カウンセリング ・カウンセリング ・カウンセリング

・自助グループの支援

経済的支援

【貸付】 【助成】 【生活保護】 【遺児への奨学金給付】 【職業訓練等に係る給付等】
○福祉事務所・市担当窓口 ○市町 ○福祉事務所 ○（公財）犯罪被害救援基金 ○福祉事務所

・母子寡婦福祉資金 ・母子家庭等医療費助成 ・自立支援教育訓練給付金
○社会福祉協議会 【各種手当】 【年金】 ・高等技能訓練促進給付金

・生活福祉資金 【福祉制度】 ○市町 ○年金事務所
（緊急小口資金・離職者支援資金等） ○市町 ・児童扶養手当 ・遺族基礎年金

【見舞金】 　 ・生活扶助 ・遺族厚生年金
○市町 ・教育扶助 【税法上の優遇措置】　 ・傷害基礎年金

・犯罪被害者見舞金制度 ・住宅扶助 　 ○ 税務署
【高額療養費】 ・医療扶助 ・医療費控除 【障害者手帳の交付】
　　○市町または加入の健康保険組合 ・障害者控除 　 ○市町
【第三者行為による傷病届】 ・寡婦（寡夫）控除 ・身体障害者手帳の交付

○市町または加入の健康保険組合

生活基盤の確保

【死亡届の提出】 【生活支援】 【生活支援】 【職業訓練】 【職業相談】
○市町 　 ○保育所 ○市町 ○公共職業能力開発施設 ○ハローワーク

・母子寡婦福祉資金 　 ・一時預かり保育 ・障害福祉サービス ○公共職業能力開発施設
○社会福祉協議会 ・介護保険サービス ○母子家庭等就業・自立支援センター ○労働基準監督署

【保護施設】 【公営住宅】 ○ 静岡労働局
○女性相談支援センター ○県、市町 ・労働問題に関する相談・情報提供

・女性自立支援施設 ○母子家庭等就業・自立支援センター

精神的ケア等

【相談】 【カウンセリング】 【相談】 ○静岡犯罪被害者支援センター
○精神保健福祉センター ○警察 ○静岡いのちの電話 ・自助グループ
○保健所・保健センター ○静岡犯罪被害者支援センター ○浜松いのちの電話
○児童相談所 ○学校 ○あざれあ相談

・スクールカウンセリング ・女性の悩み相談
・男性の悩み相談

◎それぞれの支援には一定の条件があります。適用等については確認が必要です。お問合せください。  
 　おもに県など公的機関において実施しているものです。  

初　期 中　期 長　期

≪被害直後の支援≫ ≪安全な生活確保≫ ≪自立生活の促進≫

○（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構　　　

・優先入居、要件

損害賠償請求
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２　交通事故による被害を受けた場合（人身事故）

一般的な刑事手続の流れ

【警察】 【警察・検察庁】 【裁判所】
事件発生 → 捜査開始 → 犯人特定 → 検察送致 取調べ → 処　分 冒頭手続 → 証拠調手続 → 弁論手続 → 判　決

・現場臨場 ○逮捕 ○身柄付送致 ・事情聴取 ○起訴(公判請求、略式命令請求）
・事情聴取 ○任意出頭 ○書類送致 ・調書作成 ○不起訴
・調書作成 ・証拠収集
・証拠収集 ・実況見分
・実況見分

警察・検察庁・裁判所・法務省等による支援

【相談】 【被害者連絡制度】 【検察庁の制度】 【加害者の運転免許の行政処分】 【裁判に関して利用できる制度】 【意見等聴取制度】
○警察 ○警察 ○静岡地方検察庁 ○警察 ○裁判所 ○静岡保護観察所

・警察署警務課相談係 ・捜査状況等の情報提供 （被害者等通知制度） ・加害者に対する意見聴取期日、 ・証言等の遮へい物設置 【心情等伝達制度】
・警察署交通課事故係 ・「被害者の手引」交付 ・証言時のビデオリンク方式 ○静岡保護観察所
・警察本部犯罪被害者支援室 　情報等通知 ・意見陳述 【加害者に関する情報の通知】

○法テラス静岡（日本司法支援センター） 【訪問・連絡活動】 （被害者支援員） ・優先的傍聴 ○静岡地方検察庁
○静岡県弁護士会 ○警察 ・法廷案内、事件記録の閲覧等 ・訴訟記録の閲覧・謄写 ○静岡保護観察所
【指定被害者支援要員制度】 ・地域警察官による訪問活動 　手続補助 ・被害者参加制度
○警察 【公費による支出】 （被害者参加制度） ○法テラス静岡（日本司法支援センター）

（初期支援） ○警察 ・裁判所への申出 ・弁護士選定手続の補助
・捜査活動や病院への付添い ・カウンセリング等費用 （検察審査会）

・自宅等への送迎 ・検察審査会への審査申立制度
・相談・関係機関紹介等
・報道対応の助言

総合的支援
【総合的支援】 【総合的支援】 【総合的支援】

○静岡犯罪被害者支援センター ○静岡犯罪被害者支援センター ○静岡犯罪被害者支援センター

･電話相談･面接相談 ･電話相談･面接相談 ･電話相談･面接相談

･直接的支援（病院、警察、検察庁、裁判所等への付添い） ･直接的支援（病院、警察、検察庁、裁判所等への付添い） ･直接的支援（病院、警察、検察庁、裁判所等への付添い）
・カウンセリング ・カウンセリング ・カウンセリング

・自助グループの支援

【母子生活支援施設】 【職業相談】 【公営住宅】

○福祉事務所 ○ハローワーク ○県、市町

○公共職業能力開発施設

○労働基準監督署 【職業訓練】

○ 静岡労働局 ○公共職業能力開発施設

・労働問題に関する相談・情報提供

○母子家庭等就業・自立支援センター ○母子家庭等就業・自立支援センター

損害賠償請求

【相談】 【解決の過程】
○交通事故相談所 交通事故 → 示談交渉 → 調停 → 訴訟 → 判決
○（公財）交通事故紛争処理センター ↓ 不成立 ↓ 不調 ↓ 和解不調
○（一社）日本損害保険協会 成立 成立 和解
○（一財）自賠責保険・共済紛争処理機構 ↓ ↓ ↓

示談書 調停調書 和解調書
↓ ↓ ↓
賠償金支払い

【自賠責保険】 【法律相談】 【民事法律扶助制度（法律相談・
○交通事故相談所 ○（財）日弁連交通事故相談センター 弁護士費用等立替・資力要件有）】
○保険会社、農業協同組合、共済組合 　 ○法テラス静岡（日本司法支援センター）

経済的支援

【貸付け】 【奨学金貸付け等】 【給付金】 【職業訓練等に係る給付等】
○福祉事務所・市区担当窓口 ○（公財）交通遺児育英会 ○市町担当窓口 ○福祉事務所

・母子寡婦福祉資金 ○（公財）交通遺児等育成基金 ・母子家庭等医療費助成 ・自立支援教育訓練給付金
○社会福祉協議会 ○（公財）犯罪被害救援基金 ○社会福祉協議会 ・高等技能訓練促進給付金

・生活福祉資金 ・交通遺児激励金
（緊急小口資金・ 【各種手当】 ○  （独）自動車事故対策機構

離職者支援資金等） ○市町 ・重度後遺障害介護料支給
○（独）自動車事故対策機構 ・児童扶養手当

・交通遺児等貸付
・保険金等立替貸付
・不履行判決等貸付

精神的ケア等

【相談】 【カウンセリング】 【相談】 ○静岡犯罪被害者支援センター
○精神保健福祉センター ○警察 ○静岡いのちの電話 　・自助グループ
○保健所・保健センター ○静岡犯罪被害者支援センター ○浜松いのちの電話
○児童相談所 ○学校 ○あざれあ相談

・スクールカウンセリング ・女性の悩み相談
・男性の悩み相談

◎それぞれの支援には一定の条件があります。適用等については確認が必要です。お問合せください。
    おもに県など公的機関において実施しているものです。

初　期 中　期 長　期

≪被害直後の支援≫ ≪損害の回復≫ ≪自立生活の促進≫

勾留請求→

・処分・裁判結果、犯人の受刑・出所 行政処分結果等の情報提供

・優先入居、要件緩和

○（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構　　　

賠 償 履 行

生活基盤の確保
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３　性犯罪による被害を受けた場合

一般的な刑事手続の流れ

【警察】 【警察・検察庁】 【裁判所】
事件発生・告訴 → 捜査開始 → 犯人特定 → 検察送致 勾留請求 → 取調べ → 処　分 冒頭手続 → 証拠調手続 → 弁論手続 → 判　決

・現場臨場 ○逮捕 ○身柄付送致 ・事情聴取 ○起訴(公判請求、略式命令請求）
・事情聴取 ○任意出頭 ○書類送致 ・調書作成 ○不起訴 略式命令請求
・調書作成 ・証拠収集
・証拠収集 ・実況見分
・実況見分

警察・検察庁・裁判所・法務省等による支援

【相談】 【公費による支出】 【犯罪被害給付制度】 【裁判に関して利用できる制度】 【意見等聴取制度】
○警察 ○警察 ○警察 ○裁判所 ○静岡保護観察所

・性犯罪被害110番 ・初回診察費用 ・遺族給付金 ・証言等の遮へい物設置 【心情等伝達制度】
(0120‐783870又は♯8103） ・性感染症検査費用 ・重傷病給付金 ・証言時のビデオリンク方式 ○静岡保護観察所

・警察署警務課相談係 ・緊急避妊費用 ・障害給付金 ・意見陳述 【加害者に関する情報の通知】
・警察署刑事課 ・人工妊娠中絶費用 【再被害の防止・保護対策】 ・優先的傍聴 ○静岡地方検察庁

○法テラス静岡（日本司法支援センター） ・カウンセリング等費用 ○警察 ・訴訟記録の閲覧・謄写 ○静岡保護観察所
○静岡県弁護士会 ・一時避難施設宿泊料 ・警戒、釈放に関する情報提供 ・被害者参加制度

【検察庁の制度】 ・損害賠償命令制度
【指定被害者支援要員制度】 ○静岡地方検察庁 ・被害者特定事項秘匿制度

○警察 （被害者等通知制度）
・捜査活動や病院への付添い ・処分・裁判結果、犯人の受刑・出所情報等通知○法テラス静岡（日本司法支援センター）
・自宅等への送迎 （被害者支援員） ・弁護士選定手続の補助
・相談･関係機関紹介等 ・法廷案内、事件記録の閲覧等

　手続補助
（被害者参加制度）

【被害者連絡制度】 ・裁判所への申出
○警察 (検察審査会）

・捜査状況等の情報提供 ・検察審査会への審査申立制度
・「被害者の手引」交付

【相談】
○静岡県弁護士会
○静岡県司法書士会

【民事法律扶助制度（法律相談・弁護士費用等立替・資力要件有）】
　 ○法テラス静岡（日本司法支援センター）

【総合的支援】 　 【総合的支援】 【総合的支援】

○静岡県性暴力被害者支援センターＳＯＲＡ 　 ○静岡県性暴力被害者支援センターＳＯＲＡ ○静岡県性暴力被害者支援センターＳＯＲＡ

・電話相談、面接相談 ・電話相談、面接相談 ・電話相談、面接相談

・付添い支援（病院、警察、弁護士会等） ・付添い支援（病院、警察、弁護士会等） ・付添い支援（病院、警察、弁護士会等）

・医療費、カウンセリングの公費負担制度 ・カウンセリングの公費負担制度 ・カウンセリングの公費負担制度

○静岡犯罪被害者支援センター ○静岡犯罪被害者支援センター ○静岡犯罪被害者支援センター

生活基盤の確保

【一時保護】 【貸付け】 【母子生活支援施設】 【生活保護】 【職業相談】 【公営住宅】
○女性相談支援 センター ○社会福祉協議会 ○福祉事務所 ○福祉事務所 ○母子家庭等就業・女性自立支援施設 ○県、市町

・生活福祉資金（緊急小口資金） 【貸付け】
○福祉事務所・市担当窓口 【職業訓練】

・母子寡婦福祉資金 ○公共職業能力開発施設
○社会福祉協議会

・生活福祉資金 ○母子家庭等就業・自立支援センター

精神的ケア等

【相談】 【カウンセリング】 【相談】
○精神保健福祉センター ○警察 ○静岡いのちの電話
○保健所・保健センター ○静岡犯罪被害者支援センター ○浜松いのちの電話
○児童相談所 ○学校 ○あざれあ相談

・スクールカウンセリング ・女性の悩み相談
・男性の悩み相談

◎それぞれの支援には一定の条件があります。適用等については確認が必要です。お問合せください。
　おもに県など公的機関において実施しているものです。

初　期 中　期 長　期

≪身体の安全確保≫ ≪生活の確保≫ ≪自立生活の促進≫

   ・優先入居、要件緩和

○（独）高齢・障害・求職者雇用支援

損害賠償請求

総合的支援
総合的支援
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４　ＤＶ被害を受けた場合

総合的支援

○女性相談センター ○女性相談センター ○女性相談センター

・電話相談 ・電話相談 ・電話相談
・面接相談 ・面接相談 ・面接相談
・一時保護 ・一時保護 ・一時保護

○配偶者暴力相談支援センター ○配偶者暴力相談支援センター ○配偶者暴力相談支援センター
・電話相談、面接相談 ・電話相談、面接相談 ・電話相談、面接相談（求職相談含む）
・直接支援（病院、警察、検察庁、裁判所等への付添い等） ・直接支援（病院、警察、検察庁、裁判所等への付添い等） ・直接支援（病院、警察、検察庁、裁判所、ハローワーク等への付添い等）
・保護命令申立に関する支援 ・保護命令申立に関する支援 ・保護命令申立に関する支援
・住民基本台帳事務における支援措置申出書、来所相談証明書等の証明書の発行等 ・住民基本台帳事務における支援措置申出書、来所相談証明書等の証明書の発行等 ・住民基本台帳事務における支援措置申出書、来所相談証明書等の発行等

暴力に対する相談 経済的支援

【相談】 【貸付け】 【生活保護】
○配偶者暴力相談支援センター ○社会福祉協議会・市区担当窓口 ○福祉事務所
○女性相談支援センター ・母子父子寡婦福祉資金
○県健康福祉センター ・生活福祉資金 【各種手当】
○警察  （緊急小口資金・離職者支援資金等） ○市町担当窓口

・警察署生活安全課 ・児童手当
・警察署警務課相談係 ・児童扶養手当

○福祉事務所
○市区町DV相談窓口 【助成】
○保健所・保健センター ○市町担当窓口
○男女共同参画センター ・母子家庭等医療費助成

【法律相談】
○法テラス静岡（日本司法支援センター）
○静岡県弁護士会

【緊急避難】 【保護命令・仮処分申立】 【保護命令違反の場合の捜査】
○警察 ○地方裁判所 ○警察

【一時保護】 【逮捕、告訴、パトロール】
○女性相談センター一時保護所 ○警察
○民間シェルター等

【保護施設】 【公営住宅】 【職業訓練】
○婦人保護施設 ○県、市町 ○公共職業能力開発施設
○民間シェルター 優先入居、要件緩和 ○母子家庭等就業・女性自立支援施設

【保護命令申立に関する支援】 ○母子生活支援施設等 ○（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構
○配偶者暴力相談支援センター 【職業相談】 【職業訓練等に係る給付等】
○警察 ○ハローワーク ○福祉事務所

○公共職業能力開発施設 ・自立支援教育訓練給付金

○労働基準監督署 ・高等職業訓練促進給付金

○ 静岡労働局

・労働問題に関する相談・情報提供

○母子家庭等就業・自立支援センター

精神的ケア等

【相談】
○配偶者暴力相談支援センター（県、富士市、浜松市、静岡市）
○女性相談センター 　
○精神保健福祉センター
○保健所・保健センター

【カウンセリング】
○警察 【相談・弁護士紹介】 【離婚調停申立】 【裁判】
○民間団体 ○女性相談センター（配偶者暴力相談支援センターと兼務） ○家庭裁判所 ○簡易裁判所、地方裁判所

･嘱託弁護士相談 【民事法律扶助制度】
･直接支援（法テラス等への付き添い） （法律相談・弁護士費用等立替・資力要件有）

○静岡県弁護士会 ○法テラス静岡（日本司法支援センター）
○法テラス静岡（日本司法支援センター）

◎　それぞれの支援には一定の条件があります。適用等については確認が必要です。お問合せください。
  　おもに県など公的機関において実施しているものです。

≪身体の安全確保≫ ≪安全な生活確保≫ ≪自立生活の促進≫

離婚請求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　損害賠償請求

加害者からの保護

生活基盤の確保

- 17 -



― １８ ―

５ 児童虐待を受けた場合

家族

親戚

知人

近隣

関係機関

（学校、医療機関等）

児童相談所

警察

市町相談窓口

（こども家庭センター、市町児童福祉主管課 等）
要保護児童対策地域協議会

通報

関
係
機
関
へ
の
調
査

緊
急
受
理
会
議

緊急一時保護

受
理
会
議

一時保護

面
接
・
調
査
・
判
定

援
助
方
針
の
決
定

社会診断

心理診断

医学診断

行動診断

【在宅指導】

○措置によらない指導

・助言指導、継続指導、他機関あっせん

○措置による指導

・児童福祉司等による指導

○訓戒、制約措置

【施設等への入所措置】

・児童福祉施設への入所、里親委託 等

【その他の支援（委託・利用契約）】

・児童自立生活援助事業の実施

・障害児施設給付費支給決定

通告

相談

市町相談

通告

情報共有・調整通告・送致・協力依頼送致・技術援助・助言

情報共有・調整援助要請・対応通告

【他機関への事案送致 等】

・市町、福祉事務所送致

・家庭裁判所送致、家事審判の申し立て


